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看護小規模多機能型居宅介護つるかめ庵 重要事項説明書 
 

あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定看護小規模多機能型居宅

介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明い

たします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

この「重要事項説明書」は、「秦野市介護保険に係る指定地域密着型サービス事業

に関する条例」（以下「基準条例」という。）第１４条に規定する看護小規模多機能型

居宅介護の規定に基づき、指定看護小規模多機能型居宅介護サービス提供の契約締結

に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１ 指定看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供する事業者について 

法 人 名 有限会社 たくみケアサービス 

代 表 者 氏 名 代表取締役  髙橋 輝夫 

法 人 所 在 地

（連絡先及び電話番号等） 

神奈川県平塚市虹ケ浜２４番２５-５０６号 

電話：０４６３-７２-８５０７ 

FAX ：０４６３-７２-８７０９ 

法人設立年月日 平成２４年８月１日 

 

２ 指定看護小規模多機能型居宅介護サービスを提供する事業所について 

(1) 事業所の概要 

事 業 所 名 称 看護小規模多機能型居宅介護 つるかめ庵 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
１４９２８００１６２ 

事 業 所 所 在 地 

(電話番号) 

神奈川県秦野市曽屋８０５-７ 

電話：０４６３-８０-２１２７ 

管 理 者 荒井 彩子（看護師） 

事 業 の 目 的 

看護小規模多機能型居宅介護は、住み慣れた地域で利用者様が可能な限

りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、通いの

サービス、訪問のサービス、宿泊のサービスを柔軟に組み合わせ、心身

機能の維持、ご家族の身体的精神的負担の軽減、さらに社会的孤立感の

解消を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練、介護、そ

の他必要な援助を行うことを目的とします。 

 

(2) 運営の方針 

運 営 の 方 針 

1.「生命尊重・尊厳と権利の擁護・地域貢献・多職種連携・専門職の

役割発揮」という法人理念を遵守し、通い・宿泊・訪問サービス

を提供しながら、利用者及び家族のニーズを据え、個別に介護計

画を作成し適切なサービスを提供する。 

2. 適切な看護介護技術を提供しながら、サービスの質の管理、評価

を行う。 

 



- 2 - 

 

 

 

(3) 事業所の職員体制 

管理者 荒井 彩子 

 

職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

1 事業所の従業者・業務の管理を一元的に行います。 

2 法令等において規定されている看護小規模多機能型居宅

介護の実施に関し、従業者に対し遵守すべき事項において

指揮命令を行います。 

常 勤 １名 

看護師と兼務 

介護支援専門員 

1 適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成します。 

2 連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関、

往診医等との連絡・調整を行います。 

相談支援専門員１名 

常 勤    ２名 

介護職員と兼務 

看護・介護 

従業者 
1 利用者に対し必要な介護及び世話、支援を行います。 

看護職員 ５名 

常 勤  ２名 

非常勤  ３名 

介護職員 ８名 

常 勤  ５名 

非常勤  ３名 

 

 

勤 務 体 制 勤 務 時 間 

早 出 ７時００分～１５時３０分    (休憩時間：１時間３０分) 

日 勤 ９時００分～１８時００分    (休憩時間：１時間３０分) 

遅 出 １０時３０分～１９時００分    (休憩時間：１時間) 

夜 勤 １８時３０分～翌日９時３０分  （仮眠時間：７時間３０分） 

 

(4)営業日、営業時間及び実施地域 

営 業 日 ３６５日 

① 通いサービス提供時間 基本時間:９時～１７時３０分まで （状況によっては時間外対応可能） 

② 宿泊サービス提供時間 基本時間:１７時３０分～９時まで 

③ 訪問サービス提供時間 ２４時間 

通常の事業の実施地域 秦野市 

 

(5)登録定員及び利用定員 

 

 

登録定員 ２８名 

通いサービス 

利用定員 
１７名 

宿泊サービス 

利用定員 
６名 
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 (6)施設の設備概要 

 

 (7)利用料金 

  1.介護保険からの給付 

  2.宿泊、食事、その他 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

看護小規模多機能型居宅介

護計画の作成 

1 サービスの提供開始時に、利用者が住み慣れた地域で生活

を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活

動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サー

ビス、及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせ、他の看護小

規模多機能型居宅介護従業者との協議の上、援助目標、当

該目的を達成するための具体的なサービス内容を記載し

た看護小規模多機能型居宅介護計画を作成します。 

2 利用者に応じて作成した介護計画について、利用者及びそ

の家族に対して、その内容について説明し同意を得ます。 

3 計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護

計画を利用者に交付します。 

4 作成に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービス

の提供に努め、さらに作成後は実施状況の把握を行い、必

要に応じて介護計画の変更を行います。 

相談・援助等 
1 利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者・家族の相

談に適切に応じ、支援を行います。 

居室 個室：２部屋、２人部屋：２部屋 （ナースコール、冷暖房、テレビ） 

食堂  

居間  

浴室 リフト付き一般家庭浴槽 

トイレ ３か所（手すりつき） 
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通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
内
容 

介護サービス 

1 食事介助 

2 排せつの介助 

介助が必要な利用者に対して、トイレ誘導等を行い、状況

に応じてパット及びおむつ交換を行います。 

3 移動･移乗介助 

  介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移

乗の介助を行います。 

4 衣服の着脱 

5  口腔ケア 

食物の飲み込みがしやすくなるような食前の口腔ケアや

食後の口腔内の清潔を保てるような食後の口腔ケアを行

います。 

6 見守り等 

  利用者の安否確認等を行います。 

7 自立支援 

利用者の持っている能力を引き出す支援を行います。 

健康のチェック 
1 看護職が血圧測定・体温測定・利用者の健康状態の把握し、

異常のある時には主治医との連絡を取ります。 

医療ケア 

1 医療器具を装着している利用者に対して器具の管理を行

います。 

医療依存度の高い利用者の症状アセスメントを行い、適

宜処置を行います。 

機能訓練 

1  日常生活動作を通じた訓練、関節可動域訓練、散歩 

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの

日常生活動作を通じた訓練を行います。 

2  レクリエーションを通じた訓練 

   利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや

歌唱、体操などを通じた訓練を行います。 

入浴サービス 

（週２回） 

1  入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴（全身

浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行い

ます。 

食事サービス 

1 調理師が立てた献立表により、食事の提供及び、食事の介

助を行います。 

2 食事は自立支援のため離床を図りデイルームでとってい

ただくよう配慮します。 

3 身体状況・嗜好・栄養バランスに配慮して作成した献立表

に基づいて提供します。 

送迎サービス 

1 事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所ま

での間の送迎を行います。 

ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎

が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うこ

とがあります。 
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訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
内
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身体の介護 

1 健康チェック 

2 排せつ介助 

  排せつの介助・おむつの交換を行います。 

3 食事介助 

  食事の介助を行います。 

4 清拭等 

  入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪

などを行います。また、日常的な行為としての身体整容を

行います。 

5 体位変換 

  床ずれ予防のため、体位変換を行います。 

生活介助 

1 買い物 

  利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

2 調理 

  利用者の食事の介助を行います。 

3 住居の掃除 

  利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

4 洗濯 

  利用者の衣類等の洗濯を行います。 

その他 1 利用者の安否確認等を行います。 

  

(2) 看護小規模多機能型居宅介護従業者の禁止行為 

看護小規模多機能型居宅介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

ア 医療行為（ただし、看護職員が医師の指示のもとに行う診療の補助行為を除く。） 

イ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

ウ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

エ 利用者の同居家族に対する訪問サービスの提供 

オ 利用者の日常生活の範囲を超えた訪問サービス提供（大掃除、庭掃除など） 

カ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

キ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

ク その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 

(3) 介護保険給付サービス利用料金・加算料金・その他費用について 

別紙 

 

４ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払い方法に

ついて 

(1) 利用料、利用者

負担額（介護保

険を適用する場

合）、その他の費

用の請求方法等 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用

の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請

求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに

利用者あてにお届けします。  
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(2) 利用料、利用者

負担額（介護保

険を適用する場

合）、その他の費

用の支払い方法

等 

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと

内容を照合のうえ、請求月の２５日までに、下記のいずれかの方法

によりお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

(イ)利用者指定口座からの自動振替 

(ウ)現金支払い 

イ 支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書を

お渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。（医療費

控除の還付請求の際に必要となることがあります。） 

※利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正

当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から

１４日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支

払いいただくことがあります。 

 

５ サービスの提供にあたって 

（1） 看護小規模多機能型居宅介護の提供を開始する際には、主治医の指示を文書で受け、主

治医に看護小規模多機能型居宅介護計画書及び報告書を提出し、主治医との密接な連携

を図ります。 

（2） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所

などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（3） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更

新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前に

はなされるよう、必要な援助を行います。 

（4） サービス提供は「看護小規模多機能型居宅介護計画｣に基づいて行います。なお、「看護小

規模多機能型居宅介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に

応じて変更します。 

（5） 看護小規模多機能型居宅介護に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、す

べて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充

分な配慮を行います。 

 

６ 衛生管理等 

(1) 衛生管理について 

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努めるとともに衛生上必要な措置を講じます。 

(2) 感染症対策マニュアル 

ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアルを整備し、従業者に周知徹底

します。 

また、従業者への衛生管理に関する研修を年２回行っています。 
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(3) 他機関との連携について 

事業所において食中毒及び感染症が発生し又は蔓延しないように必要な措置を講じます。

また、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所

の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

７ 緊急時の対応方法について 

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が

予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等

の必要な措置を講じます。 

 

＊利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて協力医療機関（山口内

科循環器科）、その他バックアップ体制施設との連携体制をとっています。 

 

８ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市

町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

事故の状況及び事故に際して採った処置・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための

取り組みを行います。 

また、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護のサービスの提供又は送迎により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

なお、事業者は、損害賠償保険及び自動車保険（自賠責保険・任意保険）に加入していま

す。 

 

９ 非常災害対策 

(1) 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組み

を行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）介護職・氏名：西塚 大輔 

(2) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

(3) 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回 ４月・ １０月） 

 

１０ 感染症について 

   当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じ

るものとします。 

   (1) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的

に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

     (2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

   (3) 事業所において、事業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練
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を定期的に実施します。 

 

１１ 業務継続の策定について 

  当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の事業再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該事業継続計画に従い次の措置を講じるものとし

ます。 

  (1) 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施するものとします。 

    (2) 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとします。 

 

１２ サービス提供に関する相談、苦情・ハラスメントについて 

(1) 苦情・ハラスメント処理の体制及び手順 

ア 提供した指定看護小規模多機能型居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び

苦情・ハラスメントを受け付けるための窓口を設置します。（下表に記す【つるかめ庵 

お客様相談窓口】のとおり） 

イ 相談及び苦情・ハラスメントに円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のと

おりとします。 

① 相談・苦情・ハラスメント内容の事情の確認を行い、職員への事実確認を行う。 

② 把握した状況を職員とともに検討を行う。対応内容に基づき、必要に応じて関係者へ

の連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。苦情・

ハラスメント処理の場合、その概要についてまとめたうえで、市町村及び国民健康保

険連合会に対して報告を行い、更なる改善点について助言を受ける。 

③ 事業実施マニュアルにおいて改善点を明記し、再発の防止を図る。 

④ すべての経過を有限会社 たくみケアサービス本部に報告する。 

 

(2) 苦情申立の窓口 

つるかめ庵 

お客様相談窓口 

担当者 荒井 彩子 

電話：０４６３－８０－２１２７／７９－９６５１ 

FAX：０４６３－７９－９６５０  

対応時間：８：３０～１７：３０  

秦野市役所福祉部高齢介護課 
電話：０４６３－８２－９６１６ 

受付時間：月～金曜日  

８：３０～１７：００ 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

介護苦情相談係 

電話：０４５－３２９－３４４７  

受付時間：月～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

 

１３ 情報公開について 

  当事業所において実施する事業の内容については、事業所玄関前に文書により掲示すると

ともに、ホームページ上でも公開しています。 
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１４ 秘密の保持と個人情報の保護について 

(1) 利用者及びその家族に関す

る秘密の保持について 

ア 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について

「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策

定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取

り扱いに努めるものとします。 

イ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」とい

う。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者又

はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らし

ません。 

ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約

が終了した後においても継続します。 

エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び

従業者でなくなった後においても、その秘密を保持す

るべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  

(2) 個人情報の保護について 

ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を

用いません。また、利用者の家族の個人情報について

も、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

イ 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含

まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含

む。）については、善良な管理者の注意をもって管理

し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するもの

とします。 

ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応

じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報

の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞な

く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正

等を行うものとします。(開示に際して複写料などが

必要な場合は利用者の負担となります。)  
 

１５ 虐待の防止について 

当事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 つるかめ庵管理者 荒井 彩子 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。それらの研修等

を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識・技術の向上に努めます。 

（5） 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（6） 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者

等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 
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１６ 身体拘束について 

当事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のお

それがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考え

られるときは、利用者やその家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間等を

説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあ

ります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束時間、経過観察や検討内容を記録し、サ

ービス提供終了日から５年間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１７ 地域との連携について 

(1) 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域と

の交流に努めます。 

(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、看護小規模多機能

型居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下、この項において

「運営推進会議」と言います。）を設置し、おおむね２月に１回以上運営推進会議を開催

します。 

(3) 運営推進会議に対し、通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、

運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴

く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公表しま

す。 

 

 

※協力医療機関 

     山口内科循環器科 

     秦野寿町クリニック 

     亀崎医院 

 

１８ サービス提供の記録 

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、

その記録はサービス提供終了日から５年間保存します。 

(2) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求

することができます。 
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１９ 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

上記内容について、「秦野市介護保険に係る指定地域密着型サービス事業に関する条例（平成 24年

12月 18日条例第 26号）」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。 

事

業

者 

所 在 地 神奈川県平塚市虹ケ浜２４番２５-５０６ 

法 人 名 有限会社 たくみケアサービス 

代 表 者 名 代表取締役  髙橋 輝夫   

事 業 所 名 看護小規模居宅介護 つるかめ庵 

説明者氏名  施設長  荒井 彩子 

 

事業者から上記内容の説明を受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。 

利用者 
住 所 

 

氏 名  

 

代理人 
住 所 

 

氏 名  

 

身元引受人 
住 所 

 

氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位
ご利用料金

（単位×10.33）

利用者様
ご負担額
【　1割　】

利用者様
ご負担額
【　2割　】

利用者様
ご負担額
【　3割　】

12,447 ¥128,578 ¥12,858 ¥25,716 ¥38,573

17,415 ¥179,897 ¥17,990 ¥35,979 ¥53,969

24,481 ¥252,889 ¥25,289 ¥50,578 ¥75,867

27,766 ¥286,823 ¥28,683 ¥57,365 ¥86,047

31,408 ¥324,445 ¥32,445 ¥64,889 ¥97,333

単位
ご利用料金

（単位×10.33）
利用者負担額

【　1割　】
利用者負担額

【　2割　】
利用者負担額

【　3割　】 確認印 日付

800/月 ¥8,264 ¥826 ¥1,653 ¥2,479

30/日 ¥309 ¥31 ¥62 ¥93

920/月 ¥9,504 ¥950 ¥1,901 ¥2,851

890/月 ¥9,194 ¥919 ¥1,839 ¥2,758

760/月 ¥7,851 ¥785 ¥1,570 ¥2,355

460/月 ¥4,752 ¥475 ¥950 ¥1,426

600/月 ¥6,198 ¥620 ¥1,240 ¥1,859

774/月 ¥7,995 ¥800 ¥1,599 ¥2,399

500/月 ¥5,165 ¥517 ¥1,033 ¥1,550

250/月 ¥2,582 ¥259 ¥517 ¥775

5/月 ¥51 ¥6 ¥11 ¥16

640/月 ¥6,611 ¥662 ¥1,323 ¥1,984

40/月 ¥413 ¥42 ¥83 ¥124

150/回 ¥1,549 ¥155 ¥310 ¥465

160/回 ¥1,652 ¥166 ¥331 ¥496

50/月 ¥516 ¥52 ¥104 ¥155

3/月 ¥30 ¥3 ¥6 ¥9

13/月 ¥134 ¥14 ¥27 ¥41

10/月 ¥103 ¥11 ¥21 ¥31

15/月 ¥154 ¥16 ¥31 ¥47

20/月 ¥206 ¥21 ¥42 ¥62

2500/月 ¥25,825 ¥2,583 ¥5,165 ¥7,748

*秦野市（事業所所在地）の地域単価＝10.33

*料金（1円未満切り捨て）　＝　地域単価×単位数

*利用者様負担金額　＝　料金　×0.1または0.2または0.3（1円未満切り上げ）

*上記金額は目安となるものです。

単価 単価

¥4,500 ¥3,000

¥4,000 ¥1,500

¥450 ¥3,000

¥550

¥650

¥100 ¥15,000

　　　　　年　　　　　月　　　　　日

氏名 印

要介護5 看護小規模15

加算同意確認欄

加算種別

加算

総合マネジメント加算

初期加算
（登録日より30日間）

認知症加算Ⅰ

認知症加算Ⅱ

科学的介護推進体制
加算（Ⅰ）

口腔機能向上加算
（Ⅰ）

口腔機能向上加算
（Ⅱ）

特別管理加算Ⅱ

口腔・栄養
スクリーニング加算Ⅱ

サービス提供
体制強化加算Ⅱ

認知症加算Ⅲ

要介護2 看護小規模12

要介護3 看護小規模13

要介護4 看護小規模14

【　看護小規模多機能型居宅介護支援　料金表　】　　　

介護度 サービス内容

要介護1 看護小規模11

認知症加算Ⅳ

退院時共同加算

緊急時訪問看護加算

特別管理加算Ⅰ

栄養アセスメント加算

褥瘡マネジメント加算
（Ⅰ）

褥瘡マネジメント加算
（Ⅱ）

排泄支援加算（Ⅰ）

【介護保険外利用料】

介護職員
処遇改善加算（Ⅳ） 月の総単位数の10.6％

ターミナルケア加算

排泄支援加算（Ⅱ）

排泄支援加算（Ⅲ）

自己負担
サービス内容 数量

自己負担
サービス内容 数量

宿泊費（個室） 1泊につき 洗濯代 1ヶ月（ご利用者様により）

宿泊費（2床室） 1泊につき 通院の為の送迎 1回（片道）

朝食費 1回 受診の付添い 1回（3時間まで）

昼食費 1回 受診の付添い
（上記その後1時間ごとに）

1時間 ¥1,000
夕食費 1回

◆料金加算についての説明を受けその内容に同意いたします。
看護小規模多機能型居宅介護

つるかめ庵
（事業所番号：1492800162）

TEL：0463-80-2127

おやつ代 1回 永眠時の際の処置料

※その他必要に応じて、行事費、日用品等について実費がかかる場合があります。

2024.07.01　改定版
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＜支給限度額の算定対象外＞

当事業所に登録した日から30日以内の期間について算定します。

＜支給限度額の算定対象外＞

＜支給限度額の算定対象外＞

＜支給限度額の算定対象外＞

※ 在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿

指導管理・在宅持続陽圧症呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛指導管理・在宅肺高血

圧症患者指導管理を受けている方。

※ 人工肛門又は人工膀胱を設置している方。

※ 真皮を越える褥瘡の方。

※ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる方。

＜支給限度額の算定対象外＞

＜支給限度額の算定対象外＞

＜支給限度額の算定対象外＞

※

※

利用者様またはそのご家族様から電話等により看護に関する意見を求められた際に常時対応できる体制にある事業
所が算定する事ができます。

【　各加算に関する説明　】

総合マネジメント体制強化加算
利用者の状況の変化に応じ多職種共同で看護小規模多機能型居宅介護計画を見直し、地域の病院、診療所等他の
関係施設に対して当事業所が提供できるサービスの具体的な内容に関して情報提供を行っている場合に算定しま
す。

初期加算

 認知症加算(Ⅲ)

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする利用者に対して、看護小
規模多機能型居宅介護を行った場合に算定します。

認知症加算(Ⅳ)

周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする要介護２の利用者に対して、看護小規模多機能型居宅介護を
行った場合に算定します。

退院時共同指導加算

入院中に看護小規模多機能型居宅介護の看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合に
算定させて頂きます。

緊急時訪問看護加算

（死亡診断を目的に医療機関へ搬送し24時間以内に亡くなられた場合も含みます）

特別管理加算（Ⅰ）

在宅悪性腫瘍患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレ又は留置カテーテルを使用している状態
の方。

特別管理加算（Ⅱ）

 栄養スクリーニング加算

利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態の確認を行い、担当する介護支援専門員に栄養状態に関する
情報提供を行った場合に算定します。

サービス提供体制強化加算

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た事業所が、利用者に対して看護小規模多機能型居宅
介護を行った場合に算定します。

介護職員処遇改善加算

介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。介護職
員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。

ターミナルケア加算

死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行い、ご自宅又は当施設でお看取りをせて頂いた場合に
算定致します。


